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国
勢
調
査
は
、
大
正
九
（
一
九
二

〇
年
）
年
に
初
め
て
実
施
さ
れ
、
そ

の
後
、
昭
和
二
十
年
を
除
き
、
五
年

ご
と
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
西
暦
二

〇
〇
〇
年
と
い
う
節
目
に
実
施
す
る

今
回
の
調
査
は
、
そ
の
十
七
回
目
に

当
た
り
ま
す
。

国
勢
調
査
は
、
我
が
国
の
人
口
や

世
帯
の
実
態
を
把
握
し
、
私
た
ち
の

住
む
街
づ
く
り
や
地
域
整
備
、
高
齢

者
の
介
護
施
設
の
整
備
や
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
、
保
育
園
・
児
童
公
園

の
整
備
や
子
育
て
支
援
な
ど
、
国
や

都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
行
う
身
近

な
行
政
施
策
や
将
来
計
画
を
立
案
・

評
価
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
統
計

デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
く
も
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
行
政
を
進
め
る
た

め
に
は
、
私
た
ち
の
生
活
や
そ
の
環

境
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い

る
の
か
を
正
し
く
把
握
し
、
今
後
ど

の
よ
う
に
推
移
す
る
の
か
を
予
測
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
国
や
都
道
府
県
・
市

区
町
村
で
は
様
々
な
デ
ー
タ
を
駆
使

し
て
行
政
施
策
や
将
来
計
画
を
立

案
・
評
価
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

中
で
も
人
口
・
世
帯
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
最

も
基
本
的
な
統
計
デ
ー
タ
と
し
て
幅

広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査
は
、
国
の
最
も
基
本
的

な
統
計
調
査
と
し
て
、
統
計
法
の

規
定
に
基
づ
き
、
日
本
に
住
ん
で
い

る
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
し
て
行
わ

れ
ま
す
。
調
査
の
対
象
と
な
る
人

口
・
世
帯
数
は
、
約
一
億
二
千
七
百

万
人
・
四
千
七
百
万
世
帯
と
見
込
ま

れ
ま
す
。

国
勢
調
査
で
は
、
国
全
体
は
も
ち

ろ
ん
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
ご
と

の
人
口
や
世
帯
数
な
ど
の
詳
細
な
結

果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
た
め
、
国
勢
調
査
の
結
果

は
、
衆
議
院
及
び
地
方
議
会
の
議
員

定
数
の
決
定
・
選
挙
区
の
区
割
り
の

基
準
、
市
・
指
定
都
市
な
ど
と
な
る

施
策
の
紹
介
●
二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
の
概
要

十
月
一
日
、
国
勢
調
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
が
対
象
と
な
る
大
規
模
な
統
計
調
査
で
す
。

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
の
節
目
に
行
わ
れ
る
今
回
の
国
勢
調
査
は
、

二
十
一
世
紀
の
行
政
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
の
大
事
な
基
礎
資
料
と
も
な
り
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

国
の
最
も
基
本
的
な
大
規
模
統
計
調
査

国
勢
調
査
の
役
割

国
勢
調
査
の
実
施
と

調
査
結
果
の
利
用

十
月
一
日
実
施
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た
め
の
要
件
、
都
道
府
県
・
市
区
町

村
の
地
方
行
政
の
た
め
の
交
付
金
の

算
定
基
準
な
ど
に
用
い
る
こ
と
が
法

律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
総
合

計
画
・
長
期
計
画
、
地
域
整
備
計

画
、
社
会
福
祉
、
高
齢
者
福
祉
、

雇
用
対
策
、
防
災
対
策
な
ど
の
各

種
行
政
施
策
や
将
来
計
画
の
基
礎

資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
将

来
人
口
や
世
帯
の
推
計
等
の
行
政

に
必
要
な
人
口
分
析
、
学
術
研
究

な
ど
に
も
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。﹇
下
欄
参
照
﹈

我
が
国
で
は
、
高
齢
人
口
の
急
速

な
増
加
、
出
生
率
の
著
し
い
低
下
、

地
域
人
口
の
不
均
衡
の
拡
大
な
ど
、

人
口
構
造
の
大
き
な
変
化
に
伴
う
諸

問
題
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
今
回
の

調
査
は
、
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
が

抱
え
る
行
政
課
題
に
的
確
に
対
応
す

時の動き●2000.8

施策の紹介

調
査
の
特
色

1 法律に基づく利用例

◯衆議院の小選挙区割りの画定基準（選挙区

画定審議会設置法）

◯衆議院の比例代表区の選挙区別議員数の基

準（公職選挙法）

◯都道府県議会及び市町村議会の議員定数の

要件（地方自治法）

◯地方交付金の算定基準（地方自治法）

◯政党交付金の算定基準（政党助成法）

◯地方道路譲与金の譲与基準（地方道路譲与

税法）

◯市区町村民税の個人均等割の税率基準（地

方自治法）

◯事業税を課する市の要件（地方自治法）

◯新築貸家住宅の償却割増特例地区要件等

（租税特別措置法）

◯市の設置要件、指定都市、中核市及び特例

市の要件（地方自治法）

◯都道府県・市町村議会の常任委員会数の決

定（地方自治法）

◯人事委員会又は公平委員会の設置要件（地

方公務員法）

◯都市計画区域の指定・基礎調査・都市計画

基準（都市計画法）

2 行政施策での利用例

◯交通安全対策基本計画（国）

◯環境基本計画（国）

◯全国総合開発計画（国）

◯高齢者保健福祉施策〈新ゴールドプラン〉

の推進（国）

◯緊急保育対策5ヶ年計画（国）

◯雇用対策基本計画（国）

◯緊急防災基盤整備事業（国）

◯住宅マスタープラン（都道府県）

◯地域保健医療計画（都道府県）

◯農業・農村活性化計画（都道府県）

◯広域都市整備に関するマスタープラン（都

道府県）

◯若者定住地域活動支援事業（都道府県）

◯市街地再開発事業（市区町村）

◯保育所整備計画（市区町村）

◯農業振興整備再編事業（市区町村）

3 人口分析、学術研究などの利用例

◯将来人口推計、将来世帯推計

◯生命表の作成、平均寿命の算出、出生率の

分析

◯地域分析、社会・地理・経済学での分析

国勢調査結果の
主な利用例
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る
た
め
に
不
可
欠
な
基
礎
資
料
を
提

供
す
る
も
の
と
し
て
、
各
方
面
か
ら

大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
際
連
合
は
、
二
〇
〇

〇
年
前
後
に
人
口
・
住
宅
セ
ン
サ
ス

を
実
施
す
る
こ
と
を
世
界
各
国
に
呼

び
か
け
て
お
り
、
二
百
以
上
の
国
・

地
域
が
参
加
す
る
世
界
的
な
規
模
の

国
勢
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

﹇
表
参
照
﹈

こ
の
た
め
、
二
〇
〇
〇
年
国
勢
調

査
で
は
、
各
種
行
政
施
策
や
将
来
計

画
の
基
礎
資
料
と
し
て
従
来
作
成
し

て
き
た
統
計
に
加
え
、
次
に
掲
げ
る

内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

●
多
様
な
就
業
・
雇
用
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
ま
す

我
が
国
で
は
、
本
格
的
な
高
齢

社
会
を
迎
え
る
二
十
一
世
紀
に
お

い
て
、
高
齢
者
や
女
性
の
就
業
機

会
の
確
保
を
含
め
た
雇
用
対
策

が
国
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村

の
重
要
な
行
政
課
題
と
な
る
こ

と
か
ら
、
就
業
形
態
及
び
雇
用

形
態
の
多
様
化
の
実
態
を
明
ら
か

に
し
ま
す
。

●
世
帯
構
造
に
関
す
る
詳
細
な
統
計

を
提
供
し
ま
す

高
齢
者
介
護
や
子
育
て
支
援
な

ど
、
世
帯
構
造
と
密
接
に
関
連
す

る
問
題
へ
の
取
組
が
重
要
な
政
策

課
題
と
な
る
た
め
、
世
帯
構
造
に

関
す
る
統
計
の
充
実
を
図
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

●
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
統
計
を
提

供
し
ま
す

地
方
分
権
や
地
域
整
備
等
の
地

方
に
お
け
る
行
政
施
策
の
推
進
に

資
す
る
た
め
、
地
域
別
統
計
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
別
の

定
住
率
や
居
住
期
間
か
ら
み
た
地

域
形
成
の
状
況
に
関
す
る
新
た
な

統
計
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
近
年
の
情
報
通
信
技
術

の
進
展
を
背
景
と
し
た
統
計
の
高

度
利
用
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
結

果
の
提
供
方
法
の
充
実
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

■
調
査
の
期
日

国
勢
調
査
は
、
平
成
十
二
年
十
月

一
日
（
日
）
午
前
零
時
現
在
に
よ
っ

て
行
い
ま
す
。

こ
の
「
十
月
一
日
午
前
零
時
」
と

は
、
調
査
の
基
準
と
な
る
も
の
で
、

例
え
ば
、
こ
の
時
点
よ
り
前
に
生
ま

れ
た
新
生
児
は
調
査
の
対
象
に
な
り

ま
す
が
、
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
場
合

に
は
調
査
の
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
調
査
事

項
も
こ
の
基
準
時
の
状
況
に
よ
っ
て

把
握
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
国
勢
調
査
は
、
第
一
回
調

査
か
ら
一
貫
し
て
「
十
月
一
日
」
を

期
し
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時

期
は
、
南
北
に
細
長
い
日
本
列
島
の

時の動き●2000.8

フランス�

アメリカ�

日　　本�

韓　　国�

1999年 3月�

2000年 4月�

2000年10月�

2000年11月�

イギリス�

カ ナ ダ �

オーストラリア�

2001年 4月�

2001年 5月�

2001年 8月�

国　　　名� 実施時期� 国　　　名� 実施時期�

※国際連合統計部のホームページ（2000年3月1日現在）より抜粋�

二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
の

実
施
方
法

主要国の人口・住宅センサスの実施計画（予定）
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気
候
や
風
土
な
ど
を
考
慮
し
て
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

■
調
査
の
対
象

国
勢
調
査
は
、
国
内
に
居
住
す
る

す
べ
て
の
人
を
漏
れ
な
く
、
重
複
な

く
調
査
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
人
が

ふ
だ
ん
住
ん
で
い
る
場
所
で
、
世
帯

ご
と
に
調
査
を
行
い
ま
す
。
こ
の

「
ふ
だ
ん
住
ん
で
い
る
場
所
」
と
は
、

十
月
一
日
現
在
、
三
か
月
以
上
住
ん

で
い
る
か
、
十
月
一
日
の
前
後
を
通

じ
て
三
か
月
以
上
に
わ
た
っ
て
住

む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
所
を
い

い
ま
す
。

ま
た
、
三
か
月
以
上
に
わ
た
っ
て

住
ん
で
い
る
場
所
も
、
住
む
こ
と
に

な
っ
て
い
る
場
所
も
な
い
人
は
、
十

月
一
日
現
在
い
る
場
所
で
調
査
を
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
外
国
政
府
の
外
交
使
節

団
・
領
事
機
関
の
構
成
員
等
及
び
外

国
軍
隊
の
軍
人
・
軍
属
並
び
に
こ
れ

ら
の
家
族
は
、
国
際
条
約
等
で
外
交

上
の
特
権
や
免
除
を
享
受
し
て
い

る
た
め
、
調
査
の
対
象
か
ら
除
か
れ

ま
す
。

■
調
査
事
項

二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
で
は
、
右

欄
の
二
十
二
項
目
に
つ
い
て
調
査
を

行
い
ま
す
。

■
調
査
票

国
勢
調
査
で
は
、
各
世
帯
に
調
査

時の動き●2000.8

施策の紹介

①氏名

②男女の別

③出生の年月

④世帯主との続き柄

⑤配偶者の有無

⑥国籍

⑦現在の場所に住んでいる期間

⑧五年前の住居の所在地

⑨教育

⑩9月24日から30日までの1週

間に仕事をしましたか（就業状態）

⑪1週間に仕事をした時間（就業時

間）

⑫従業地又は通学地

⑬従業地又は通学地までの利用交通

手段

⑭勤めか自営かの別（従業上の地位）

⑮勤め先・業主などの名称及び事業

の内容（産業）

⑯本人の仕事の内容（職業）

①
世
帯
の
種
類

②
世
帯
員
の
数

③
家
計
の
収
入
の
種
類

④
住
居
の
種
類

⑤
住
宅
の
建
て
方

⑥
住
宅
の
床
面
積
の
合
計

【一人一人について】

【
世
帯
に
つ
い
て
】
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票
を
配
布
し
た
上
で
、
そ
の
世
帯
の

一
人
一
人
に
つ
い
て
記
入
し
て
も
ら

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

調
査
票
は
、
Ａ
四
判
の
大
き
さ
で
四

名
ま
で
記
入
で
き
る
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
。

調
査
票
は
、
こ
れ
ま
で
は
マ
ー
ク

の
み
を
読
み
取
っ
て
集
計
し
て
き
ま

し
た
が
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
光
学

式
の
読
取
装
置
に
よ
っ
て
、
調
査
票

に
記
入
さ
れ
た
マ
ー
ク
と
と
も
に
、

数
字
も
同
時
に
読
み
取
っ
て
集
計
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
数
字
の
記
入
に

当
た
っ
て
は
、
正
し
く
読
ま
れ
る
よ

う
調
査
票
の
記
入
例
に
な
ら
っ
て
記

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

﹇
見
本
（
表
＝
左
・
裏
＝
右
）
参
照
﹈

ま
た
、
こ
の
調
査
票
の
ほ
か
に
、

高
齢
の
人
や
視
力
の
弱
い
人
の
た
め

に
調
査
票
の
文
字
を
大
き
く
し
た

「
拡
大
文
字
調
査
票
」、
調
査
票
を
点

字
に
直
し
た
「
点
字
調
査
票
」
を
作

成
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
語

を
理
解
で
き
な
い
外
国
人
の
た
め
に

時の動き●2000.8

●
調
査
票
（
裏
）
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十
七
か
国
語
に
翻
訳
し
た
「
調
査
票

対
訳
集
」
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

■
調
査
の
流
れ

国
勢
調
査
は
、

総
務
庁
（
統
計
局
・
統
計
セ
ン

タ
ー
）
―
都
道
府
県
―
市
区
町

村
―
指
導
員
―
調
査
員
―
各

世
帯

の
流
れ
で
行
い
ま
す
。

都
道
府
県
は
、
総
務
庁
統
計
局
・

統
計
セ
ン
タ
ー
と
緊
密
な
連
絡
を
取

り
つ
つ
、
市
区
町
村
へ
の
説
明
や
調

査
書
類
・
用
品
の
市
区
町
村
へ
の
配

布
を
行
い
、
調
査
の
段
階
で
は
、
実

施
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て

市
区
町
村
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

市
区
町
村
は
、
都
道
府
県
と
緊
密

な
連
絡
を
取
り
つ
つ
、
指
導
員
や
調

査
員
の
選
考
・
配
置
を
行
い
、
指
導

員
や
調
査
員
に
対
し
て
説
明
会
を
開

催
し
、
調
査
の
段
階
で
は
、
実
地
の

指
導
・
支
援
を
行
い
ま
す
。

調
査
の
事
務
に
従
事
す
る
指
導
員

と
調
査
員
は
、
市
区
町
村
長
の
推
薦

時の動き●2000.8

●
調
査
票
（
表
）
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に
基
づ
い
て
総
務
庁
長
官
が
任
命
し

ま
す
。二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
で
は
、

指
導
員
と
調
査
員
を
合
わ
せ
て
約
九

十
三
万
人
に
な
り
ま
す
。﹇
46
ペ
ー

ジ
参
照
﹈

■
調
査
の
方
法

調
査
員
が
、
九
月
二
十
三
日
か
ら

十
月
九
日
ま
で
の
間
に
、
担
当
地
域

の
各
世
帯
を
訪
問
し
、
調
査
票
と

「
調
査
票
の
記
入
の
し
か
た
」
を
配

布
し
て
、
世
帯
に
記
入
を
依
頼
し
ま

す
。
調
査
員
は
、
再
び
各
世
帯
を
訪

問
し
、
世
帯
が
記
入
し
た
調
査
票
を

回
収
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
際
、
指
導
員
は
、
調

査
員
に
随
行
す
る
な
ど
し
て
、
調
査

事
務
の
指
導
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
調
査
員
は
、
調
査
票
を
配

布
す
る
前
の
九
月
二
十
日
か
ら
二

十
二
日
の
間
に
、
国
勢
調
査
に
つ

い
て
各
世
帯
に
お
知
ら
せ
す
る
た

め
の
「
調
査
に
つ
い
て
の
お
知
ら

せ
」（
世
帯
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
を
配
布

し
ま
す
。

時の動き●2000.8

人口の労働力状態、就業者の産業別構成及び教育に関す�
る結果並びに夫婦と子どものいる世帯等に関する結果�

要計表による男女別人口及び世帯数�

主要な事項に係る結果�

人口、世帯及び住居に関する結果並びに高齢世�
帯、外国人等に関する結果�

就業者の職業別構成及び母子世帯等の状況に関�
する結果�

就業者の産業・職業別構成等に関する詳細結果�

従業地・通学地による人口の構成及び就業者の�
産業別構成に関する結果�

従業地による就業者の職業別構成に関する結果�

従業地による就業者の産業・職業別構成に関す�
る詳細結果�

人口の転出入状況に関する結果及び移動人口の�
労働力状態、産業別構成及び教育に関する結果�

移動人口の職業別構成に関する結果�

人口、世帯及び住居の基本事項に関する結果並�
びに高齢世帯等に関する基本事項に関する結果�

人口の労働力状態、就業者の産業別構成、教育�
等に関する基本事項の結果�

就業者の職業別構成の状況等に関する基本事項�
の結果�

常住地による従業地・通学地に関する基本事項�
の結果�

5年前の常住地に関する基本事項の結果�

ー� ー�

小分類�小分類�

ー� ー�

大分類� ー�

大分類�大分類�

小分類�小分類�

大分類� ー�

大分類�大分類�

中分類�中分類�

大分類� ー�

ー� 大分類�

ー� ー�

大分類� ー�

ー� 大分類�

ー� ー�

ー� ー�

全　　　　国�
都 道 府 県 �
市 区 町 村 �

全　　　　国�
都 道 府 県 �
20万人以上市�

全　　　　国�
都 道 府 県 �
市 区 町 村 �

全　　　　国�
都 道 府 県 �
10万人以上市�

全　　　　国�
都 道 府 県 �
市 区 町 村 �

全　　　　国�
都 道 府 県 �
20万人以上市�

平成12年12月�

平成13年　6月�

※平成13年10月�

※平成14年　1月�

※平成15年　3月�

※平成16年　6月�

平成14年　3月�

平成15年　5月�

平成16年　7月�

平成14年　4月�

平成15年　6月�

※該当する基本集�
計等の公表後、速�
やかに公表する�

要計表による人口集計�

抽出速報集計�

第1次基本集計�

第2次基本集計�

第3次基本集計�

抽出詳細集計�

その1

その2

その3

その1

その2

第1次基本集計に�
関する集計�

第2次基本集計に�
関する集計�

第3次基本集計に�
関する集計�

従業地・通学地集計�
その1に関する集計�

人口移動集計その1�
に関する集計�

小
地
域
集
計�

速
報
集
計�

基

本

集

計

�

人
口
移
動
集
計�

従
業
地
・
通
学
地
集
計�

集 計 区 分 � 集 計 内 容 � 産業�
分類�

職業�
分類� 全国結果公表予定�表章地域�

全　　　　国�
都 道 府 県 �
市 区 町 村 �

全　　　　国�
都 道 府 県 �
市 区 町 村 �

町丁・字等�
基本単位区�

※集計が完了した都道府県から順次公表�

2000年国勢調査の集計・公表計画
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ま
た
、
調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て

は
、
正
確
か
つ
円
滑
に
調
査
を
行
う

た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
の
一
層
の

徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
調
査
活
動

中
の
事
故
防
止
に
も
重
点
を
置
い
て

い
ま
す
。

世
帯
で
記
入
さ
れ
た
調
査
票
は
、

市
区
町
村
や
都
道
府
県
の
審
査
を
経

て
、
総
務
庁
統
計
セ
ン
タ
ー
に
集
め

ら
れ
ま
す
。
総
務
庁
統
計
セ
ン
タ
ー

で
は
、
集
め
ら
れ
た
調
査
票
を
光
学

式
の
読
取
装
置
に
よ
っ
て
読
み
取

り
、
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
て

集
計
し
、
様
々
な
結
果
（
統
計
表
）

を
作
成
し
ま
す
。
調
査
結
果
は
膨
大

な
量
に
及
ぶ
た
め
、
い
く
つ
か
の
区

分
に
分
け
て
集
計
さ
れ
、
集
計
の
完

了
し
た
も
の
か
ら
順
次
公
表
し
ま

す
。﹇
前
ペ
ー
ジ
表
参
照
﹈

速
報
集
計
結
果
と
し
て
は
、「
要

計
表
に
よ
る
人
口
集
計
」
の
全
国
・

都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
の
男
女
別

人
口
と
世
帯
数
を
平
成
十
二
年
十
二

月
に
公
表
し
、「
抽
出
速
報
集
計
」

に
よ
る
我
が
国
の
人
口
構
造
の
概
観

を
平
成
十
三
年
六
月
に
公
表
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、基
本
集
計
結
果
と
し
て
は
、

「
第
一
次
基
本
集
計
」
結
果
を
、
平

成
七
年
調
査
に
比
べ
一
か
月
早
期
の

平
成
十
三
年
十
月
に
公
表
し
、
そ
の

後
の
「
第
二
次
基
本
集
計
」
及
び

「
第
三
次
基
本
集
計
」
結
果
は
、
前

回
調
査
で
約
六
か
月
早
期
に
公
表
し

ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
を
今
回
も
維

持
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
集
計
結
果
の
う

ち
、「
要
計
表
に
よ
る
人
口
集
計
」

の
全
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別

の
人
口
総
数
（
速
報
人
口
）
及
び

「
第
一
次
基
本
集
計
」
に
よ
る
全

国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村
別
の
人

口
総
数
及
び
世
帯
数
（
確
定
人
口
・

世
帯
数
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

官
報
に
公
示
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
結
果
の
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
報
告
書
を
刊
行
す
る
ほ
か
、
Ｃ

Ｄ
―
Ｒ
等
の
磁
気
媒
体
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
提
供
を
推
進
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査
の
よ
う
な
大
規
模
な
統

計
調
査
を
行
う
際
に
は
、
多
く
の
調

査
書
類
や
用
品
が
使
わ
れ
ま
す
。
二

〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
で
用
い
る
調
査

書
類
や
用
品
は
、
再
生
紙
や
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
な
ど
の
再
生
材
を
用
い
る
な

ど
、
地
球
環
境
の
保
全
に
も
配
慮
し

て
作
成
し
て
い
ま
す
。

（
総
務
庁
）

時の動き●2000.8

い
ま
、
二
十
一
世
紀
を
間
近
に
控
え
、
日
本
の
今
後
の
進
む
べ
き
未
来
を
見
据
え
て
、
経
済
を
活
性
化
し
就
業
の
確
保
を
図
っ
て
、
国
民
生
活
の
質
の
向

上
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
諸
施
策
が
広
く
地
域
の
発
展
に
も
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

二
〇
〇
〇
年
の
節
目
に
実
施
す
る
二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
は
、
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
が
抱
え
る
こ
の
よ
う
な
多
く
の
行
政
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
た

め
の
不
可
欠
な
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
多
く
の
方
々
の
協
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
調
査
票
に
は
、
日
本
の
未
来
が
つ
ま
っ
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

二
十
一
世
紀
の
明
る
い
日
本
の
未
来
を
拓ひ
ら

き
、
私
た
ち
の
社
会
や
暮
ら
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
総
務
庁
）

結
果
の
集
計
・
公
表

環
境
保
全
へ
の
配
慮

2
国 勢 調 査 に
ご 協 力 を

0 0 0 年
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